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新発田市議会委員会条例の一部を改正する条例

第１条 新発田市議会委員会条例（昭和４４年新発田市条例第２９号）の一部

を次のように改正する。

第３条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

２ 常任委員の改選が任期満了前に行われたときの改選前の常任委員の任

期は、前項の規定にかかわらず、その改選が行われたときまでとする。

第８条第４項中「第３条（常任委員の任期）第２項」を「第３条（常任委

員の任期）第３項」に改める。

第２条 新発田市議会委員会条例の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表総務常任委員会の項中第３項を削り、第４項を第３項と

し、第５項を第４項とし、第６項を第５項とし、同表経済建設常任委員会の

項中「、財産管理課」を削る。

第３条 新発田市議会委員会条例の一部を次のように改正する。

第２条第１項の表総務常任委員会の項中「９」を「８」に改め、同表経済

建設常任委員会の項中「８」を「７」に改める。

附 則

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日か

ら施行する。

⑴ 第１条の規定 公布の日

⑵ 第２条の規定 令和８年４月１日

⑶ 第３条の規定 この条例の公布の日以後初めてその期日を告示される新

発田市議会議員の一般選挙の投票日の翌日


